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当社のＭ＆Ａ業務について



公開会社（public company）
・株式の取得に際し発⾏会社の承認を必要としない会社。
・株式譲渡が⾃由に⾏えるため株主のコントロールができない。
→上場会社ではＴＯＢ、敵対的買収の可能性が⽣まれる。
⾮公開会社（private company）
・株式譲渡制限による「公開会社でない」会社。
・株式の取得に際し承認機関による譲渡承認が必要である。
→ほとんどの中⼩企業は⾮公開会社。

「友好的Ｍ＆Ａ」

相思相愛の相⼿に限り、M＆Ａは成⽴する

中⼩企業のＭ＆Ａ

Copyright(c) Shinkin Capital Corporation. All rights reserved. 1

中⼩企業の事業承継問題を解決するM&Aは
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事業承継

後継者なし

後継者あり

1.親族内承継

2. 従業員への承継
（親族外）

Ｍ＆Ａ

廃業

事業承継の選択肢

■１〜２の承継先への課題■１〜２の承継先への課題

１．親族内承継の課題
①いろいろな意味での
「後継者不在」
②先⾏き不安

２．従業員への承継の課題
①株式買取資⾦の調達
②個⼈保証・担保

 最後の⼿段（承継先）は、「第三者（Ｍ＆Ａ）」しかない

廃業
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資産簿価
1,000

含み益
200

負債簿価
680

含み益への
税効果80

資本⾦
20

剰余⾦
300

譲渡益課税
144営業権

300

税効果控除後
含み益120

営業権
300

株主⼿取り
596

税効果は、含み益全額に対して４０％として計算した。
株式譲渡益に対する税率は２０％として計算した。

時価純資産
440

譲渡益
720

株式価値

×20％

（単位：百万円）

資産簿価
1,000

含み益
200

負債簿価
680

資本⾦
20

剰余⾦
300

配当所得課税
183課税所得

200 資産売却
に伴う課税 80

株主⼿取り
257

株主の
配当所得
420

×43.6％

資産処分による法⼈税等の税率は４０％、
配当所得に対する所得税等の税率は、４３．６％として計算した。

出資の払戻
20

×40％

清
算
の
場
合

Ｍ
＆
Ａ(

株
式
譲
渡)

の
場
合

前提付きで約2.3倍も
⼿取り額に違いが出ます！

M&Aと廃業・清算との違い(⼿取り額の違い)
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評価額＝時価純資産＋営業権
（時価純資産に収益⼒を反映した営業権を加味する⽅法で、コストアプローチとインカムアプローチの折衷）

時価純資産＝時価総資産－時価総負債
貸借対照表の簿価を時価に修正し、総資産から負債合計を差し引く

営業権 ＝収益⼒

個々の資産の
時価の合計

営業権
(将来収益分の価値)

借⼊⾦などの
負債時価合計

時価純資産
(現在持っている価値)

時価純資産
＋営業権
による
評価額

Ｂ／Ｓ

Ｐ／Ｌ
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【参考】企業評価⽅法



株主（経営者）

売⼿企業

 中⼩企業のM&Aにおいて最も⽤いられるスキーム。
 株式の譲渡による経営権の移転。オーナーチェンジ。
 売⼿企業に係る契約等を包括的に承継する。簡便だがリスクもある。

資産 負債

純資産

従業員

取引先・顧客

買⼿企業

株式
経営権の取得

簿外債務

代⾦

Ｍ＆Ａスキーム（株式譲渡）
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 「社名」「従業員の雇⽤」は全て今まで通り。
社名・・⻑年の対外信⽤⼒、ブランドのようなもの。社名は変えない。
雇⽤・・中⼩企業は⼈的資源で成り⽴っている。解雇は起こらない。
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５

秘密保持違反・機密情
報の漏洩、利益相反、
優越的地位の濫⽤、契

約書の不備

１

２

既存⾮適格建物、⼟壌
汚染、境界未確定、ア
スベスト、所有権（占
有）、消防法違反、
キャペックスの説明不

⾜等

⼿続きトラブル

法務トラブル

⼈事トラブル
３

経営トラブル

社員・株主の反対、離散、
賃⾦未払い等

M&A後の経営不振、
CoC条項による取引継承
難、引継ぎ時の仲たがい

等

監査での⾒逃し、⾦融
商品の時価算定、リス
ク説明の不備、税⾦の
追徴、簿外負債、資⾦

繰り等

４

財務トラブル

M&Aアドバイザーを⼊れて各種リスクを回避

M&Aで⽣じ得る
各種トラブル
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《 譲渡希望企業 》
初期相談

資料提供

企業評価の実施

持込先への提案書作成

会社⾒学・トップ会談
売買価額等の条件交渉
基本合意書の締結

企業精査（買収監査）の実施

最終条件の交渉・決定

最終契約書の締結

株券・譲渡代⾦の授受（クロージング）
※成功報酬の⽀払い

《 買収希望企業 》

信
⾦
キ
ャ
ピ
タ
ル
㈱

提携仲介契約の締結
※案件化料・企業評価料の⽀払い

提携仲介契約の締結
※情報提供料の⽀払い企業概要書の作成

企業分析、業界調査

買収候補企業へのアプローチ

⼀次情報をノンネームシート
により提供・Ｍ＆Ａの提案

秘密保持契約の締結

企業概要資料の提供・説明
※検討を進めるか否かの決定

企業詳細資料の提供・検討

初期相談

受託

受託

Ｍ＆Ａの⼿順



Ｍ＆Ａ仲介
秘密保持契約

提携仲介契約

必要資料徴求
企業価値評価
提案資料作成

提案先リストアップ

匿名情報による提案

秘密保持契約

情報開示、概要説明

社長同士の面談

基本合意契約

買収監査

条件交渉

媒介契約

不動産流通機構ﾚｲﾝｽﾞ
登録

不動産売買契約

約
２
か
月

数
ヶ
月
～
２
年

約
２
か
月

情報が漏洩すると、
譲渡企業の風評問題に
発展しかねないため、
内密に相手を探す。

情報漏えいを防ぐため、
１社、１社と秘密保持
契約を結びながら提案
を繰り返していく。

案
件
化

マ
ッ
チ
ン
グ

契
約
手
続
き

検索 検索

レインズ登録後、全国不動産
業者に物件情報が公開され、
購入希望者へ情報提供される。

その他、インターネットや広
告媒体へ物件情報を掲載して
告知する。

検索

不動産業者

企業の財務・労務・法
務等についてデューデ
リジェンスを行い、企
業内容を明らかにする。

譲渡企業、紹介元の信
用金庫と打ち合わせし
ながら、提案先を決定
する。

譲渡企業、譲受企業と
の間に入り、条件交渉
を繰り返し行う。

双方の希望を網羅する
オーダーメイド契約書
を作成する。買収監査
のアレンジ、立ち会い
も実施する。

不動産仲介

媒介契約締結後、物件価格を
査定する。過去の取引事例や
参考情報が存在するため、物
件価格を短期間に査定するこ
とができる。

株式売買契約

契約で取り決める条件は多く
ないため、宅建協会や不動産
適正取引推進機構が提供する
標準契約書式で対応できる。

譲
渡
企
業
対
応

譲
受
企
業
対
応

M&A仲介と不動産仲介
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事業承継⽀援リーフレット
事業承継⽀援ニーズのありそうなお客様に提供し、信⽤⾦庫
にご相談いただくためのツールです。

Copyright(c) Shinkin Capital Corporation. All rights reserved. 9

お客様向対応⽀援① 各種ツールの提供



事業承継にかかるアンケート調査票(雛形)

事業承継⽀援ニーズのありそうなお客様に提供し、相談ニーズを具体的に
確認するためのツールです。
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お客様向対応⽀援② 各種ツールの提供



Ｍ＆Ａと清算額の⼿取額シミュレーション
Ｍ＆Ａで株を売却する場合と廃業した場合の⼿取額
(税引後に実際に残る⾦額)を簡易にシミュレーションし、
Ｍ＆Ａのほうが⼿取額が多くなることをご案内するための
ツールです。
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お客様向対応⽀援③ 各種ツールの提供
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お客様向対応⽀援④ お客様向けセミナー・相談会の開催サポート

●セミナーの開催支援

セミナーのコンテンツ、講師の
派遣、開催案内チラシ等をご
用意します。

Ｍ＆Ａのみでなく、親族内等一
般的な事業承継対策を含む内
容とすることも可能です。

●個別相談会の開催支援

後継者が定められず、Ｍ＆Ａ
に関心のあるお客様に対し
て、個別の相談に応じます。
(１先：30分～60分程度)
セミナーとの同時開催も可能
です。


